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�愛媛県告示第７７１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７７２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

四国中央市土居町上野乙２５０の１、乙２５０の３０、乙２５０の３１、乙

２５０の３３、乙２５０の３８から乙２５０の４２まで

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び四国

中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７７３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２６年６月２０日から７月３日まで

�愛媛県告示第７７４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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� 目 次 �
告 示

○ 肥料登録有効期間の更新………………………………………………………………………………………………………………………………（農産園芸課）…４８９

○ 保安林の指定施業要件の変更…………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…４８９

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…４８９

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…４８９

○ 土地改良区の定款変更の認可………………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…４９０

○ 道路の供用開始（県道松山東部環状線）……………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…４９０

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）…４９０

○ 道路の区域変更（県道串中山線）…………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…４９０

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…４９０

○ 生産事業者講習会の開催………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…４９１

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…４９１

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３２
年７月
１９日

愛媛県
第１２１７
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

スーパ
ーＭＧ

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１４．５
内く溶
性苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

株式会社研農
高知県高知市萩
町１丁目９番４８
号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１２６００号 平成２４年
３月１８日 �伊藤保温工業所 伊藤 敏行 今治市唐子台西２－４－

１２
平成２６年
５月８日 熱絶縁工事業 建設業の廃止

毎週（火・金）曜日発行 第２５８１号 平成２６年６月２０日

平成２６年６月２０日金曜日 第２５８１号

愛 媛 県 報

４８９
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公 告
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�愛媛県告示第７７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市古川土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年６月２０日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第７７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年６月２０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第７７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－２３）第１６０５３号 平成２３年
１２月５日 竹田海事工業 竹田 絹代 西条市三津屋東２７－１０ 平成２６年

５月９日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１３０５９号 平成２２年
５月１９日 �サイプレス・グリーン 中野 正幸 今治市菊間町田之尻２８７ 平成２６年

５月２１日 造園工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１５９５０号 平成２３年
６月５日 越智工業 越智 修 今治市中寺１０３０ 平成２６年

５月２２日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（特－２３）第６２１号 平成２４年
３月３日 日建工業� 河内千恵子 新居浜市清住町１－６０ 平成２６年

５月２３日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第４４７２号 平成２４年
２月３日 渡部造園 渡部猪幸雄 今治市常盤町７－３－１８ 平成２６年

５月２８日 造園工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市東野二丁目甲１８９番８から

同市東野二丁目甲１８９番７まで
平成２６年６月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串中山線
喜多郡内子町石畳３９８７番地先から

同町石畳３９１２番地先まで

旧 １１．０～４０．０
及び

３．４～６．５

０．１６０
及び
０．１０４

新 １１．０～４０．０ ０．１６０

愛 媛 県 報平成２６年６月２０日 第２５８１号

４９０



選挙管理委員会告示
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�公 告

生産事業者講習会の開催について

林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定に基づき、

生産事業者講習会を次のとおり行う。

平成２６年６月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 開催の日時

平成２６年９月５日（金） ９時

２ 開催の場所

上浮穴郡久万高原町菅生

愛媛県農林水産研究所 林業研究センター 展示研修施設 研

修室

３ 受講申込期限

平成２６年９月２日まで。ただし、郵送による場合は、同日まで

の消印があるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の請求先及び提出先

住所を所管する地方局森林林業課、支局森林林業課若しくは農

林水産部森林局森林整備課

�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２６年６月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１７８，１２３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，５６３

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，２６６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年６月４日 特定非営利活動法人
結婚支援ＴＶ 萩 岡 耕 二 松山市中村５丁目１番１６号 この法人は、豊かな結婚生活を希望するすべて

の成人独身男女に対して、ブロードバンドを介
した出会いと交流の機会づくり及びサポートの
提供に関する事業を行い、「少子化対策及び活
力ある地域づくり」に寄与することを目的とす
る。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，５３７ １４，５１３

南 宇 和 郡 ２０，３８５ ６，７９５

松山市・上浮穴郡 ４２９，３１６ １３８，２２０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４４，１９０ ４８，０６４

宇和島市・北宇和郡 ８２，３８６ ２７，４６２

八幡浜市・西宇和郡 ４０，８７４ １３，６２５

新 居 浜 市 １０１，０８４ ３３，６９５

西 条 市 ９２，４５６ ３０，８１９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，６６５ １７，８８９

伊 予 市 ３１，８８０ １０，６２７

四 国 中 央 市 ７５，１８９ ２５，０６３

西 予 市 ３５，２０４ １１，７３５

東 温 市 ２７，９５７ ９，３１９

平成２６年６月２０日 発行

愛 媛 県 報平成２６年６月２０日 第２５８１号

４９１


